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もももも    くくくく    じじじじ    

 １ 利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化について 

 ２ 2級課程修了者のサービス提供責任者配置に対する評価の適正化について 

 ３ 20分未満の身体介護について 

 ４ 退院・退所加算について 

 ５ 介護職員処遇改善加算について 

  

ⅡⅡⅡⅡ    ケアプランケアプランケアプランケアプラン点検支援点検支援点検支援点検支援についてについてについてについて    

 １ ケアプラン点検支援の目的 

 ２ 広島市のケアプラン点検支援 

 ３ 具体的な事務手続き 

 ４ ケアプラン点検支援での留意事項等 

 ５ 自立支援に資するケアマネジメントが行われている事例等 

 

ⅢⅢⅢⅢ    介護報酬介護報酬介護報酬介護報酬にににに係係係係るるるる留意事項留意事項留意事項留意事項    

 １ 居宅介護支援 

 ２ 介護予防支援 

 ３ 訪問介護 

 ４ 通所リハビリテーション 

 ５ 地域密着型サービスについて 

 ６ その他 

 

別別別別    紙紙紙紙    

別紙１ 訪問介護等における適切なケアマネジメントの実施について 

別紙２ 介護報酬改定を踏まえた適切なケアプランの作成等について 

別紙３ 訪問介護サービスの生活援助の取扱いについて 

別紙４ 地域密着型サービスの概要 

別紙５ 介護報酬の算定等に係るＱ＆Ａ（事業者向け） 
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ⅠⅠⅠⅠ    平成平成平成平成 24242424年度介護報酬改定年度介護報酬改定年度介護報酬改定年度介護報酬改定についてについてについてについて    

    

１１１１    利用者利用者利用者利用者のののの住居住居住居住居とととと同一建物同一建物同一建物同一建物にににに所在所在所在所在するするするする事業所事業所事業所事業所にににに対対対対するするするする評価評価評価評価のののの適正化適正化適正化適正化についてについてについてについて    

⑴訪問系 

  サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一の建物に所在する事業所が、当該住宅等

に居住する一定数以上の利用者に対し、サービスを提供する場合は、下表のとおり評価

を適正化する。 

サービスサービスサービスサービス種類種類種類種類    算定単位数算定単位数算定単位数算定単位数    

・（介護予防）訪問介護事業所 

所定単位数に 

90/100 

を乗じた単位数 

・（介護予防）訪問入浴介護 

・（介護予防）訪問看護 

・（介護予防）訪問リハビリテーション事業所 

・夜間対応型訪問介護事業所 

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所 

⑵通所系 

  事業所と同一建物に居住する利用者については、真に送迎が必要な場合を除き、送迎

分の評価の適正化を行う。  

サービスサービスサービスサービス種類種類種類種類    算定単位数算定単位数算定単位数算定単位数    

・（介護予防）通所介護事業所 所定単位数から 

94単位/日 

を減じた単位数 

・（介護予防）通所リハビリテーション事業所 

・（介護予防）認知症対応型通所介護事業所 

 

２２２２    ２２２２級級級級課程修了者課程修了者課程修了者課程修了者のサービスのサービスのサービスのサービス提供責任者配置事業所提供責任者配置事業所提供責任者配置事業所提供責任者配置事業所にににに対対対対するするするする評価評価評価評価のののの適正化適正化適正化適正化についてについてについてについて 

 サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、サービス提供責任者の任用要件のうち、

「２級課程の研修を修了した者であって、３年以上介護等の業務に従事した者」をサービ

ス提供責任者として配置している事業所に対する評価を下記のとおり適正化する。 

 

  サービス提供責任者配置減算 ⇒ 所定単位数に 90/100を乗じた単位数で算定 

 

（（（（経過措置経過措置経過措置経過措置））））    

平成 25年 3月 31日までは、下記２点を満足する場合、本減算は適用し

ない。 

① 現存する事業所であって、平成 24年 3月 31日時点で、現にサービ

ス提供責任者として従事している 2級課程修了者が 4月 1日以降も継

続して従事している。 

② 当該サービス提供責任者について、平成 25年 3月 31日までに介護

福祉士の資格取得又は実務者研修、介護職員基礎研修課程若しくは 1

級課程の修了が確実に見込まれるとして、平成 24年 4月 30日までに

広島市へ届け出ている。 
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３３３３    20202020分未満分未満分未満分未満のののの身体介護身体介護身体介護身体介護についてについてについてについて    

 身体介護の時間区分について、1日複数回の短時間訪問により中重度の在宅利用者の生

活を総合的に支援する観点から、新たに 20分未満の時間区分を創設する。 

  

（（（（算定要件算定要件算定要件算定要件））））    

以下の①又は②の場合に算定する。 

① 夜間・深夜・早朝（午後 6 時から午前 8 時まで）に行われる身体介

護であること。 

② 日中（午前 8 時から午後 6 時まで）に行われる場合は、下記の条件

を満たすこと。 

 利用対象者 

 ⑴ 要介護３から要介護５までの者であり、障害高齢者の日常生活自

立度ランクがＢからＣまでの者であること。 

 ⑵ 当該利用者に係るサービス担当者会議（サービス提供責任者が出

席するものに限る。）が 3月に 1回以上開催されており、当該会議に

おいて、1週間に 5日以上の 20分未満の身体介護が必要であると認

められた者であること。 

 体制要件 

 ⑴ 午後 10時から午前 6時までを除く時間帯を営業時間として定めて

いること。 

 ⑵ 常時、利用者等からの連絡に対応できる体制であること。 

 ⑶ 次のいずれかに該当すること。 

  ア 定期巡回・随時対応サービスの指定を併せて受け、一体的に事

業を実施している。 

  イ 定期巡回・随時対応サービスの指定を受けていないが、実施の

意思があり、実施に関する計画を策定している。 
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４４４４    退院退院退院退院・・・・退所加算退所加算退所加算退所加算についてについてについてについて 

 医療との連携を強化する観点から、退院・退所加算について、算定要件及び評価等の見

直しが行われた。 

 入院又は入所期間中につき３回を限度として所定単位を加算できることとなった。 

 なお、介護と医療との関係性は下表のとおり。 

 

[[[[介護介護介護介護とととと医療医療医療医療とのとのとのとの関係性関係性関係性関係性]]]]    

 介護介護介護介護（（（（居宅介護支援費居宅介護支援費居宅介護支援費居宅介護支援費））））    医療医療医療医療（（（（診療報酬診療報酬診療報酬診療報酬））））    

１回 

退院・退所加算（300 単位) 

・  退院等に当たって、当該病院等
の職員と面談を行い、利用者に関
する必要な情報を得た上で、居宅
サービス計画を作成し、居宅サー
ビスの利用に関する調整を行っ
た場合には、当該利用者の居宅サ
ービスの利用開始月に所定単位
数を加算する。 

介護支援連携指導料（300 点） 

・  初回の指導は、介護サービスの利用
の見込みがついた段階で、地域で導入
可能な介護サービスや要介護認定の
申請手続き等の情報について、患者や
医療関係者と情報共有するもの。 

２回 

退院・退所加算（300 単位) 

・  同上 

介護支援連携指導料（300 点） 

・  ２回目の指導は、実際の退院を前に
退院後に想定されるケアプランの原
案の作成に資するような情報収集や
退院後の外来診療の見込み等を念頭
に置いた指導を行うこと等を想定し
たもの。 

３回 

退院・退所加算（300 単位) 

・  ３回算定するには、３回のうち
１回ついて、右の「退院時共同指
導料２（３者以上による指導加
算）」の対象となる会議に参加し
て、退院後の在宅での療養上必要
な説明を行った上で、居宅サービ
ス計画を作成し、居宅サービス等
の利用に関する調整を行った場
合に限る。 

・  上記の会議に参加した場合は、
当該会議等の日時、開催場所、出
席者、内容の要点等について居宅
サービス計画に記録し、利用者又
は家族に提供した文書の写しを
添付する。 

退院時共同指導料２（2,000 点） 
（３者以上による指導加算） 

・  退院後の在宅療養上、必要な説明及
び指導を入院医療機関の医師と、退院
後の在宅療養を担う医療機関の医師、
看護師、准看護師、歯科医師、歯科医
師の指示を受けた歯科衛生士、薬局薬
剤師、訪問看護ステーションの看護
師、理学療法士、作業療法士、言語聴
覚士、介護支援専門員のうち３者以上
と共同して行った場合に加算する。 

備考 

・  「退院時共同指導料２（３者以
上による指導加算）」の対象とな
る会議への参加は、３回算定でき
る場合の要件として規定してい
るが、面談の順番として３回目で
ある必要はなく、また、面談 1回、
当該会議１回の計２回、あるいは
当該会議１回のみの算定も可能。 

（Q&A vol.2 問 19より） 

・  行った指導の内容等は、要点を診療
録に記載するとともに、患者又はその
家族等に提供した文書の写しを診療
録に添付。 

・  指導の内容を踏まえて作成された
ケアプランは、患者の同意を得た上
で、ケアマネージャーに情報提供を求
め、ケアプランの写しを診療録に添
付。 

 

     １回目    2回目   ３回目         （3回分を限度に請求可） 

 

 

         入院・入所中               在宅 



 

4 
 

 

５５５５    介護職員処遇改善加算介護職員処遇改善加算介護職員処遇改善加算介護職員処遇改善加算についてについてについてについて 

 介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ経過的

な取扱いとして、平成 27年 3月 31日までの間、介護職員処遇改善加算が創設された。 

 なお、平成 27年 4月 1日以降については、時期介護報酬改定において、各サービスの

基本サービス費において適切に評価を行うものとされている。 

介護職員処遇改善加算の算定要件は、下記のとおりで、⑺を「キャリアパス要件」とい

い、⑻を「定量的要件」という。この「キャリアパス要件」と「定量的要件」の適合状況

により算定区分が異なる。 

 

[ [ [ [ 算定要件算定要件算定要件算定要件    ]]]]    

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改善」という。）に要する
費用の見込み額が、介護職員処遇改善加算の算定見込み額を上回る賃金改善に関する
計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

⑵ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。 
⑶ 当該事業者において、⑴の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施期間及
び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画
書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事（地域密着型サービスを実施し
ている事業所にあっては市町村長）に届け出ていること。 

⑷ 当該事業者において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県
知事（地域密着型サービスを実施している事業所にあっては市町村長）に報告するこ
と。 

⑸ 算定日が属する月の前 12 月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最
低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以
上の刑に処せられていないこと。 

⑹ 当該事業者において、労働保険料の納付が適正に行われていること。 
⑺ 次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。 

①  次に掲げる要件の全てに適合すること。 
ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金
に関するものを含む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知しているこ
と。 

②  次に掲げる要件の全てに適合すること。 
ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修
の実施又は研修の機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 
⑻ 平成 20 年 10月から(3)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処
遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要し
た費用を全ての介護職員に周知していること。 

 

[[[[    算算算算定定定定区分等区分等区分等区分等    ]]]] 

算定区分 算定要件 加算率 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
「キャリアパス要件」、「定
量的要件」共に満足する。 
 

算出した加算単位の 100％ 

介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
「キャリアパス要件」、「定
量的要件」のどちらかを満
足する。 

算出した加算単位の 90％ 

介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 
「キャリアパス要件」、「定
量的要件」のどちらも満足
しない。 

算出した加算単位の 80％ 
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[[[[    加算加算加算加算単位単位単位単位のののの算出方法算出方法算出方法算出方法    ]]]] 

 
加算単位（1単位未満端数四捨五入） ＝ 介護報酬総単位数 × サービス別加算率 
 
介護報酬総単位数：各種加算減算を加えた 1月あたりの総単位数 
サービス別加算率：サービス毎に 1.1％～4.2％の間で設定されている 

 
 

 
～計算方法の例～ 

広島市在住（地域区分５級地）のＡ通所介護事業所（小規模型通所介護）

において、要介護度３の利用者Ｂさんが、サービス提供を月８回利用の場合 

【基本サービス費】 

 ●所要時間６時間（950単位） 

【加算・減算】 

 ●入浴介助加算（50単位） 

 ●同一建物減算（94単位） 

【介護職員処遇改善加算率】 

 ●1.9％（加算Ⅰの場合） 

 

【介護職員処遇改善加算の単位数】 

 （950単位＋50単位－94単位）×８回＝906単位×８回＝7,248単位 

7,248単位×1.9％＝137.712＝138単位（1単位未満の端数四捨五入）・・・① 

     参考 

加算(Ⅱ)の場合 ①138単位×90/100＝124.2＝124単位 

      加算(Ⅲ)の場合 ①138単位×80/100＝110.4＝110単位 

 

【介護報酬総額】 

   7,248単位＋①（138単位）＝7,386単位 

   7,386単位×10.27（地域区分 5級地の通所介護）＝75,854.22円 

                     ＝75,854円（1円未満の端数切り捨て） 

 

○保険請求額  75,854円×90％＝68,268.6円＝68,268円（1円未満の端数切り捨て） 

 

○利用者負担分 介護報酬総額（75,854円）－保険請求額（68,268円）＝7,586円 

 
≪広島県のホームページより≫ 

 

 

なお、介護職員処遇改善加算に関する今までの主なＱ＆Ａは、次表のとおり。 
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項目 質　　問 回　　答 掲載日

1 届出の時期
平成２４年度交付金を申請しているが，
４月からの加算を算定するにはどうすれ
ばよいのか。

平成24年度については，平成24年度に処遇改善交付金の承認
を受けていた介護サービス事業所等は，当該承認をもって，加
算の算定要件を満たしたものとみなし，平成24年度の計画書等
の提出で当該加算を支給することとなります（24年5月末を予
定）ので，体制届の提出は必要ありません。

来年度以降加算の算定を受ける場合には，算定を受ける年度
の前年度の2月末日までに，介護サービス事業所ごとに，当該
介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届出が必
要となります。

4月3日

2
加算を辞退する
届出

平成２４年度交付金を申請しているが，
４月からの加算を算定しないにはどうす
ればよいのか。

平成２４年４月１６日までに,体制届を提出をしてください。
【介護職員処遇改善加算⇒なし】

4月3日

3
事業所数に増減
がある場合

平成２４年度交付金を申請しているが，
事業所が年度途中に増減する場合はど
うすればよいか。

変更の届出が必要です。体制届を提出してください。届出書類
については後日お知らせします。

4月3日

4
加算内容に変更
がある場合

年度途中で,キャリアパス要件を満たし，
加算Ⅱが加算Ⅰとなる場合はどうすれ
ばよいか。

変更の届出が必要です。体制届を提出してください。届出書類
については後日お知らせします。

4月3日

交付金と加算の要件の関係は次のとおりとなっています。
　   （交付金）　　　　　　　　　（加算）
キャリアパス要件（Ⅰ）⇒算定要件（7）（一）
キャリアパス要件（Ⅱ）⇒算定要件（7）（二）
定量的要件　 　　　　　⇒算定要件（8）

（注）「加算」は介護職員処遇改善加算，「交付金」は介護職員処遇改善交付金のことを表します。

●キャリアパス要件（Ⅰ）又は（Ⅱ）及び定量的要件を両方満

たしている事業所

⇒加算（Ⅰ） 減算なし

●キャリアパス要件（Ⅰ）又は（Ⅱ）及び定量的要件のいずれ

かを満たしている事業所

⇒加算（Ⅱ） 減算10%

●キャリアパス要件（Ⅰ）又は（Ⅱ）及び定量的要件を両方満

たしていない事業所

⇒加算（Ⅲ） 減算20%

5 算定要件
平成２４年度交付金を受けていれば加
算はすべてⅠを算定してよいのか。

4月3日

6 利用者負担
介護職員処遇改善加算を算定すると，
利用者負担は発生するのか。

通常の介護報酬算出方式に基づき算出した額の1割を請求す
ることになる。（厚生労働省Ｑ＆Ａ（Ｈ24.3.16日付）問242）

4月3日

7 利用者負担 利用者負担の計算方法はどうなるか。
広島県ＨＰ「介護職員処遇改善加算の計算方法の例」を参考と
してください。

4月3日

8 利用者負担
利用者への説明はどのようにすればよ
いか。

利用料については，事前に重要事項として利用者に説明，同
意，交付を行う必要があります。

【記載例】

4月3日

【訪問介護事業所】介護職員処遇改善加算Ⅰを算定

介護職員処遇改善加算（1月あたり）

介護報酬総単位数（基本サービス費＋加算・減算）

×サービス別加算率（4．0％）（１単位未満四捨五入）

×1単位の単価（１円未満切捨て）

利用者負担額 ＝ 【上記金額】－（上記額×0.9）

●キャリアパス要件（Ⅰ）又は（Ⅱ）及び定量的要件を両方満

たしている事業所

⇒加算（Ⅰ） 減算なし

●キャリアパス要件（Ⅰ）又は（Ⅱ）及び定量的要件のいずれ

かを満たしている事業所

⇒加算（Ⅱ） 減算10%

●キャリアパス要件（Ⅰ）又は（Ⅱ）及び定量的要件を両方満

たしていない事業所

⇒加算（Ⅲ） 減算20%

【訪問介護事業所】介護職員処遇改善加算Ⅰを算定

介護職員処遇改善加算（1月あたり）

介護報酬総単位数（基本サービス費＋加算・減算）

×サービス別加算率（4．0％）（１単位未満四捨五入）

×1単位の単価（１円未満切捨て）

利用者負担額 ＝ 【上記金額】－（上記額×0.9）

●キャリアパス要件（Ⅰ）又は（Ⅱ）及び定量的要件を両方満

たしている事業所

⇒加算（Ⅰ） 減算なし

●キャリアパス要件（Ⅰ）又は（Ⅱ）及び定量的要件のいずれ

かを満たしている事業所

⇒加算（Ⅱ） 減算10%

●キャリアパス要件（Ⅰ）又は（Ⅱ）及び定量的要件を両方満

たしていない事業所

⇒加算（Ⅲ） 減算20%

6
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項目 質　　問 回　　答 掲載日

9 利用者負担

通所介護事業所で，利用者から月額で
はなく，毎回利用の都度，利用料を徴収
していている。月額を予想して日割りに
すると，回数が減ったら返すことになる
が，返さなくてよいか。

徴収方法について特に制限はないですが，日割りにして徴収し
た額と，月額が異なる場合は最終的に同じ額になるように徴収
することが必要です。

4月3日

10 利用者負担

交付金では，毎月入金になるものにつ
いて計算し，一時金として対応してき
た。（前前月の実績に基づく計算）
デイサービスで８回くる予定の人に８回
分を徴収してよいか。その月が終了して
から実績として徴収するのか。

徴収方法について特に制限はないので，事前に徴収できます。
ただし,月額と異なる場合は最終的に同じ額になるように徴収す
ることが必要です。

4月3日

11
区分支給限度基
準額との関係

介護報酬総単位数が区分支給限度基
準額を超えた場合，介護職員処遇改善
加算はどのように算定するのか。

介護職員処遇改善加算は，サービス別の介護報酬総単位数に
サービス別の加算率を乗じて算出する。その上で，利用者負担
を算出する際には，まず介護報酬総単位数が区分支給限度基
準額を超えているか否かを確認した上で超えている場合には，
超過分と当該超過分に係る加算は保険給付の対象外となる。
（厚生労働省Ｑ＆Ａ（Ｈ24.4.25日付）問12）

5月7日

12 賃金の改善期間

介護職員処遇改善計画書(平成２４年度
申請用)｣内にある「交付金による賃金改
善実施期間」欄に「平成２４年４月～５
月」と記載して申請をしている。
「介護職員処遇改善加算」の初回請求
は、「平成２４年４月分(実際に交付金が
入金される時期は、２ヶ月遅れの平成２
４年６月なので...)」からになるのか。それ
とも「平成２４年７月１０日伝送〆切(＝６
月サービス請求)分」からの加算対象と
なるのか。

4月から加算の請求ができます。
ただし，交付金の賃金改善期間については，加算の賃金改善
期間と重複しないようにする必要があります。

介護職員処遇改善加算の算定時期（Ｈ24.4～3）と賃金改善期
間（Ｈ24.6～Ｈ25.5）が一致する必要はありません。

4月3日

介護職員処遇改善計画書(平成２４年度
申請用)｣内にある「交付金による賃金改 交付金の賃金改善期間については，加算の賃金改善期間と重

13 賃金の改善期間

申請用)｣内にある「交付金による賃金改
善実施期間」欄に「平成２４年３月～４
月」と記載しているが,最終的に７月に一
時金を支払うことにしている。
「介護職員処遇改善加算」の賃金改善
期間は、「平成２４年８月」分からのとな
るのか。

交付金の賃金改善期間については，加算の賃金改善期間と重
複しないようにする必要があります。

７月に支払われる一時金が３月４月分の一時金として支払われ
るのであれば,５月分からを賃金改善期間とすることができます
が,７月分として支払われると８月からとなります。

4月3日

14 賃金の改善期間

厚生労働省Q&A(H24.3.16付問224)で賃
金改善期間は原則４月から３月で,加算
月からとなっているが収入がない月の
改善は難しい。４月分の加算が入金さ
れる６月からの改善ではいけないのか。

６月から翌年の５月までが可能です。その場合は,来年度の賃
金改善期間も６月からとなります。

4月3日

15
賃金の改善の基
準点

今まで交付金を受けてきた。
平成２３年度の賃金水準を基準にすると
あるが，現状では難しいので，加算はあ
きらめなければならないか。

交付金を受けていた事業所については平成２３年度の賃金水
準から，交付金による改善を行っていた部分を除いた水準と比
較します。(厚生労働省Q&A(H24.3.16版問223参照)

4月3日

16
一時金による改
善

交付金では,賃金改善は複数の給与項
目で実施できたが,一時金だけで改善し
てよいか。

介護職員処遇改善計画書には,増額若しくは新設した又はする
予定である給与の項目の種類(基本給,手当,賞与,又は一時金
等)等を記載することとしているが,基本給で実施されることが望
ましい。(厚生労働省Q&A(H3.16付問245)

4月3日

17 返還金
実績報告で,賃金改善額が加算額を下
回った場合,これまでの交付金と同様,返
還する必要があるのか。

加算の算定要件は,賃金改善額が加算による収入額を上回るこ
とであり,加算による収入額を下回ることは想定されないが,仮に
加算による収入額を下回っている場合は,一時金や賞与として
支給されることが望ましい。
なお,悪質な事例については,加算の算定要件を満たしていない
不正請求として全額返還となる。(厚生労働省Q&A(H3.16付問
239)

4月3日

18
外部サービス利
用型特定施設

外部サービス利用型特定施設につい
て，基本サービス費には委託先（介護予
防）居宅サービス分の単位も含むのか。

含む。 4月19日
用型特定施設

防）居宅サービス分の単位も含むのか。

7
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項目 質　　問 回　　答 掲載日

19 全サービス
特別地域加算など，区分支給限度額外
の加算も含んだ単位に加算率を掛けて
良いのか。

すべての加算減算を含む。 4月19日

8
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②及び選定

事例のケア

プラン等を

提出 

ⅡⅡⅡⅡ    ケアプランケアプランケアプランケアプラン点検支援点検支援点検支援点検支援についてについてについてについて    

 

１ ケアプラン点検支援の目的 

  ケアプラン点検支援とは、ケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏まえ「自立支援」に資

する適切なケアプランとなっているか、基本事項をケアマネージャーとともに検証・確認しながら、

「自立支援に資するケアマネジメント」とは何かを追求し、それが広く浸透することにより、健全

な給付の実施が行われるよう支援することを目的としています。 

 （参考：平成 20年度に厚生労働省で「ケアプラン点検支援マニュアル」が作成された。） 

 

２ 広島市のケアプラン点検支援 

  広島市は、平成 21 年度から従来のプロセスチェックに加え、ケアマネジメントの質のより一層

の向上を図るため、ケアマネジメントの視点を正しく踏まえ、「医療との連携を図っているか」、 

「自立支援に資するケアマネジメントが行われているか」ということについても着目し、事業所の介

護支援専門員とともにケアプランを検証・確認しています。 

  このケアプラン点検支援は、点数をつけたり、批評するためのものではありません。この検証・

確認の作業が、提出された事例の「振り返り」や「新たな気付き」のきっかけとなり、介護支援専

門員と広島市がともにレベルアップしていくことを目指しているものです。 

 

３ 具体的な事務手続 

 (1) 広島市で、広島市内のすべての居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の中から、１事業

所当たり概ね３年に１回になるよう対象事業所を選定します。 

 (2) 対象となった事業所から、事業所において任意で選定した２名分の利用者のケアプラン等を広

島市に提出します。（１事業所概ね２事例、担当者１人につき１事例） 

 (3) 提出されたケアプランについて、事前に広島市において分析・検証します。 

 (4) 対象事業所を訪問し、担当の介護支援専門員と広島市が意見交換します。 

   （面談と同時並行でプロセスチェックも行います。） 

 

 

 【事務の流れ（図）】 

 

 

 

 

 

 

   書類① 実施通知 

   書類② ケアプラン点検事業における事前提出事例の選定理由 

   書類③ 居宅介護支援事業所調査資料・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 
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等
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①及び様式

(②と③)を

送付 

結

果

通

知 

医療との連携を図り、適切なケアマネジメント

が行われている事例の提出をお願いします！ 
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４ ケアプラン点検支援での留意事項等 

  ケアプラン点検支援等での要点や留意事項について、以下のとおりまとめていますので、ケアプ

ラン作成の参考にしてください。 

項 目 留意事項 

フェースシート 

【留意事項】 

・ 必要に応じて、利用者の生活歴、病歴、職歴、趣味嗜好、経済状況等も記載

する。 

・ アセスメント実施時から、変更があれば修正する。 

アセスメント 

【要点】 

○ 初回相談時の情報（相談経緯・家族状況・本人生活暦・病歴・趣味等）の記

載がありますか。 

○ 課題分析の項目は２３項目を網羅していますか。 

○ アセスメントツール等を活用し、課題を客観的に抽出していますか。 

○ 課題分析のプロセスが具体的に記載されていますか。 

○ サービス利用状況や利用者を取り巻く社会資源が確認できていますか。 

○ 利用者の意向を聞き取り、「そのひとらしい生活」がイメージできています

か。 

○ 状況の変化に応じて追記し、更新していますか。 

【留意事項】 

・ 利用者のストレングスは何かを踏まえて、アセスメントを行う。 

・ 少なくとも、課題分析標準項目（23項目）についてのアセスメントを行う。 

・ 必要に応じて、主治医等の意見を踏まえて、アセスメントを行う。 

・ 具体的にＡＤＬの状態（起き上がりの項目は、支えがあれば可能等）を記載

する。 

・ 利用者や家族の希望や意向を具体的に聞き取る。 

・ 現状把握にとらわれず、そこに至った原因、問題、背景にも目を向ける。 

・ 前任者からの引き継ぎの際には、内容を再検討し、適宜、修正を行う。 

第 １ 表 

【要点】 

○ 本人・家族の意向が具体的に記載されていますか。 

○ 利用者及び家族を含むケアチームが、協働で行なう共通の支援目標が記載さ

れていますか。 

【留意事項】 

・ 「認定日」は、初回及び区分変更時については、認定された日（認定の始期

であり、初回申請者であれば申請日）を記載する。 

・ 「利用者及び家族の生活に対する意向」は、専門用語は避け、できるだけ分

かりやすく、利用者及び家族の言葉で具体的に記載する。 

・ 「総合的な援助の方針」は、抽象的ではなく、分かりやすい表現にする。ま

た、独居及び医療ニーズが高い利用者は、緊急連絡先（家族、主治医、訪問看

護等）を記載する。 

・ 「総合的な援助の方針」は特定のサービス事業所の方針ではなく、チームと

しての方針を記載する。 
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項 目 留意事項 

第 ２ 表 

【要点】 

○ 根拠のある課題設定を意識し、利用者の意向との関連付けが図られています

か。 

○ 利用者自身が取り組むことができ、一定期間に達成できる実現可能な目標に

なっていますか。 

○ 目標を達成するための期間を考慮し、期間設定をしていますか。 

○ 家族支援・インフォーマル・医療など介護保険外の支援の記載がありますか。 

【留意事項】 

・ 利用者が出来そうなことや、取り組んでいきたいことを、引き出して反映す

る。 

・ ニーズのないサービス種類を位置付けない。 

・ 「生活全般の解決すべき課題」は、自立支援に向けた視点で記載する。また、

利用者や家族の要望のみではなく、アセスメント結果を踏まえる。 

・ 「短期目標」は、抽象的ではなく、利用者や家族が具体的にイメージできる

ような表現で記載する。また、長期目標を達成するための具体的で実現可能な

目標にする。なお、サービス利用を前提として短期目標を設定しない。 

・ 「期間」は、原則として開始時期と終了時期を記載する。 

・ 目標はサービス事業所の目標ではなく、本人の目標を記載する。 

第 ３ 表 

【要点】 

○ 家族の支援・セルフケアなども含む、生活全体の流れが見える記載となって

いますか。 

○ ケアチームとして、他のサービス事業所との連携を図るために分かりやすい

ものになっていますか。 

【留意事項】 

・ 利用者の日常生活の活動内容を把握する。（１日の生活リズムや１日の生活

の中で習慣化していることなど） 

・ 介護保険サービス以外の家族の支援及びインフォーマルサービスについても

記載する。 

・ 週単位以外のサービス（居宅療養管理指導、短期入所、福祉用具、医療や保

健福祉サービス、地域の活動等）も記載する。 

担当者会議 

【要点】 

○ 計画原案に位置づけたサービス事業所が参加できるよう調整を図っていま

すか。 

○ 各事業所からの専門的な意見や検討内容が具体的に記録されていますか。 

○ 目標達成に向けての取り組みについて、検討していますか。 

○ 現状把握や今後の支援方針など、ケアチームについて情報共有ができていま

すか。 

【留意事項】 

・ サービス事業者間の検討内容のみではなく、本人及び家族の意向を記載する。 

・ 医療系サービスの多い利用者の担当者会議に、医療系のサービス事業者の参

加が得られない場合は、事前に情報を得て、会議時に意見を反映させる。 

・ 介護保険外のサービス利用があれば、その事業者との情報提供、情報交換を

行う。 

・ 残された課題、次回の開催時期等を記載する。 

・ 有意義な会議になるよう事前に検討課題を事業所に説明する。 
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項 目 留意事項 

モニタリング 

【要点】 

○ 月に１度は自宅訪問しサービスの利用状況の確認をしていますか。 

○ 利用者・家族の満足度、目標の達成度、計画変更の必要性の記載がありますか。 

【留意事項】 

・ 第２表の短期目標に沿って、モニタリングを行う（プランの課題や目標が抽象的

な場合、適切なモニタリングが困難となる。）。 

支 援 経 過 

【要点】 

○ 情報開示の際にも理解できるよう、分かりやすく記録していますか。 

○ 家族・事業所等の日常的な連絡・調整が記録されていますか。 

○ 支援のプロセスが時系列に記録されていますか。 

【留意事項】 

・漫然と記載するのではなく、客観的に記載する。 

 ※ 厚生労働省作成「ケアプラン点検支援マニュアル」については、広島市ホームページ（広島市ホ

ーム＞事業者＞その他＞介護保険＞事業者向け情報＞実地指導・集団指導関係＞ケアプラン点検、実

地指導に関する様式等）に掲載しています。 
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